
社会福祉法人緑風会 

指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）事業運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人緑風会が開設する指定短期入所生活介護（指定

介護予防短期入所生活介護）事業所「しいの木の郷」（以下｢事業所｣という。）が

行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護（以下「指定短期

入所生活介護等」という。）の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保

するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態

又は要支援状状態にある高齢者等（以下「要介護者等」という。）に対し、適正

な指定短期入所生活介護等を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重 

して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護の事業は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者

の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護の事業は、要支援者が可能な限りその居宅にお

いて、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能

の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

４  事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護

支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者ならびにその

他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総

合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。 

1 名 称 社会福祉法人緑風会しいの木の郷 

2 所在地 埼玉県三郷市番匠免１丁目３１４番地 

3 定 員 ６名（多床室（２人部屋３室）） 

      介護老人福祉施設の定員７４名の範囲内 

 

（事業所の職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 １ 管理者   １名（常勤職員１人、兼務） 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

 



 ２ 医 師   １名（非常勤職員１人、兼務） 

   医師は、利用者の健康状況をチェックし、必要に応じて健康保持のための適

切な措置をとる。 

 ３ 生活相談員 １名以上（常勤職員１人、兼務） 

生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、

事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。 

 ４ 看護職員  １名以上（常勤職員１人、兼務） 

   利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。 

 ５ 介護職員  １名以上（常勤職員１人、兼務） 

   介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行う。 

６ 栄養士又は管理栄養士 １名以上（常勤職員１人、兼務） 

   栄養士又は管理栄養士は、給食の献立の作成、利用者の栄養指導、調理員の指

導等を行う。 

 ７ 機能訓練指導員１名以上（常勤職員１人、兼務） 

   機能訓練指導員は、機能の減衰を防止するための訓練を行う。 

 

（事業の内容） 

第５条 事業の内容は、次のとおりとする。 

 一 利用の対象者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚 

葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減 

等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者とする。 

二 利用者は、短期入所生活介護施設に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護 

その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受ける。 

三 相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第１項に規定 

する短期入所生活介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を 

営む上で必要な援助を行う。 

四 従事者は事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は 

その家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

五 サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を 

もってサービスの提供を行う。また、常に利用者の心身の状況を的確に把握し、 

相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って 

適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、 

その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 

六 利用者や他の利用者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除 

き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。 

 

（短期入所生活介護計画の作成） 

第６条 管理者は、相当期間（概ね連続する４日間）以上にわたり継続して入所する 

ことが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれて 

いる環境を踏まえて、サービスの提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利 



用するサービスの継続性に配慮して、他の従事者と協議の上、サービスの目標、当 

該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介

護計画を作成するものとする。 

２ 管理者は、上記の短期入所生活介護計画を作成したときは、利用者又はその家 

族に対し、その内容等について説明し同意を得るものとする。 

 

（利用料及びその他の費用の額） 

第７条 指定短期入所生活介護等の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるもの 

とし、当該短期入所生活介護等が法定代理受領サービスであるときは、その負担割 

合に応じた額とする。 

２ その他の費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるも 

のとする。 

 一 滞在費  多床室 １日 ９１５円   個室 １日 １,２３１円 

  （但し、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載

されている滞在費の負担限度額を１日の滞在費の上限とする） 

 二 送迎に要する費用（厚生労働大臣が定める基準による） 

 三 食材料費  朝食４００円 昼食（おやつ含む）７６０円 夕食６４０円 

（但し、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載さ

れている食費の負担限度額を１日の食費の上限とする。） 

 四 利用者が選定する特別な食事の提供に要する費用 １食   ３３０円 

五 理美容代                   １回 ２，０００円 

六 その他日常生活上の便宜に係る費用 

  クラブ活動費                 １回   １００円 

  お茶会費                   １回   ３００円 

  情報開示手数料                １枚    ２０円 

  医療機関通院費           片道４ｋｍまで ２，０００円 

                   ４ｋｍ以降１ｋｍ毎に ２００円 

３ 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に事前に文章で説明 

をした上で、支払に同意する旨の文章に署名（記名押印）をうけることとする。 

 

（通常の送迎の実施地域） 

第８条 通常の送迎の実施地域は、三郷市、八潮市、吉川市の区域とする。 

  

 （サービス利用に当たっての留意事項） 

第９条 利用者は、次に掲げる事項を遵守すること。 

 一 共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。 

 二 火気の取り扱いに注意すること。 

 三 けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。 

 四 その他管理上必要な指示に従うこと。 

 



 

（緊急時等における対応方法） 

第１０条 指定短期入所生活介護等の提供に当たる者は、サービス提供時に利用者 

に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ 

事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行うこととする。 

２ 事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の 

家族、利用者に係る居宅介護支援事業者（介護予防にあっては地域包括支援セン 

ター）等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

 

（苦情処理） 

第１１条 指定短期入所生活介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ

適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。 

２ 提供した指定短期入所生活介護等に関し、市町村が行う文書その他の物

件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照

会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 提供した指定短期入所生活介護等に関する苦情に関して国民健康保険団

体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指

導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

４ 提供した指定短期入所生活介護等に関する利用者からの苦情に関して、

市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施す

る事業に協力するよう努める。 

 

（非常災害対策） 

 第１２条 事業所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるた 

め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１３条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲 

げる措置を講じるものとする。  

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。  

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家

族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見し

た場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

  

 



 

（個人情報の保護） 

第１４条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保

護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努

めるものとする。 

２ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所の介護サ

ービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提

供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１５条 事業者は、従事者に対し、質的向上を図るための研修の機会を次のとお 

り設けるものとし、また、業務体制を整備する。 

  一 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

  二 継続研修   年１回以上 

２  従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であつた者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる 

ため、従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持するべき旨を、従 

業者との雇用契約の内容とする。 

４ 施設は、当該入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため、緊急やむ 

を得ない場合に限り必要最低限の身体拘束等を行うものとする。 

５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人緑風会 

理事長と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

この規定は、平成１７年 ４月 １日から施行する 

この規程は、平成１７年１０月 １日から施行する。 

この規程は、平成２１年１１月 ８日から施行する。 

この規程は、平成２２年 ２月 １日から施行する。 

この規程は、平成２７年 ８月 １日から施行する。 

この規程は、平成３０年 １月 １日から施行する。 

この規程は、平成３０年 ６月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ２年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。（虐待防止の項目を追加） 

この規程は、令和 ３年１０月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ５年 ５月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ６年１０月 １日から施行する。 

 


